
�愛媛県告示第５３号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定に

より、次のとおり宇和島地区広域事務組合の共同処理する事務の変

更及び同組合の規約の変更を許可した。

平成２２年１月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更事項

� 事務の変更事項

ア 船舶職員及び小型船舶操縦者法（昭和２６年法律第１４９号）

第４条第１項に規定する海技士の免許を受けるための船舶職

員養成講習所の設置及び管理運営に関する事務の廃止

イ 南予文化会館の設置及び管理運営に関する事務の廃止

� 規約の変更事項

上記事務の変更事項に係る規定の変更

２ 変更年月日

� 事務の変更年月日

平成２２年４月１日

� 規約の変更年月日

平成２２年４月１日

３ 変更許可年月日

平成２２年１月１４日

�������
�愛媛県告示第５４号
救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）第１条第１

項の規定による救急病院から、次のとおり開設者名の変更の届出が

あった。

平成２２年１月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５５号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、

次のように保安林の指定を解除する。

平成２２年１月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除に係る保安林の所在場所

八幡浜市五反田２番耕地４５７の４

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

農道用地とするため

�������
�愛媛県告示第５６号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という。）第

２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する工事のしゅん

功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、上島町役場において告

示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧することができる。

平成２２年１月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名及び住所

上島町

越智郡上島町弓削下弓削２１０番地

代表者 上島町長 上村 俊之

越智郡上島町弓削下弓削１８５番地５

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ 一部事務組合を組織する地方公共団体の数の増減、一部事務組合の

共同処理する事務の変更及び一部事務組合の規約の変更の許可………３３

○ 救急病院の開設者名の変更…………………………………………………３３

○ 保安林の指定の解除…………………………………………………………３３

○ 公有水面埋立工事のしゅん功認可…………………………………………３３

○ 建設業者の許可の取消し……………………………………………………３４

○ 道路の区域変更（一般国道３１９号）………………………………………３４

○ 道路の供用開始（一般国道３１９号）………………………………………３４

○ 新たな土地改良事業の施行の認可…………………………………………３４

○ 開発行為に関する工事の完了………………………………………………３５

○ 道路の区域変更（県道美川松山線）………………………………………３５

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………………３５

○ 道路の区域変更（一般国道３７９号）………………………………………３５

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………………３５

○ 道路の区域変更（県道一本松城辺線）……………………………………３６

○ 道路の供用開始（ 〃 ）……………………………………３６

公 告

○ 特定非営利活動法人の設立の認証の申請の公告…………………………３６

○ 歯科技工士国家試験の実施…………………………………………………３６

選挙管理委員会告示

○ 政治団体の設立の届出………………………………………………………３７

○ 政治団体の届出事項の異動の届出…………………………………………３７

○ 政治団体の解散の届出………………………………………………………３８

○ 資金管理団体の届出事項の異動の届出……………………………………３８

○ 政治団体の収支報告書の要旨の公表の一部訂正…………………………３９

○ 愛媛県選挙公営実施規程の一部改正………………………………………４０

○ 個人演説会等を開催することができる施設として市町村選挙管理委

員会が指定した施設…………………………………………………………４０

○ 衆議院小選挙区選出議員選挙における公職の候補者の選挙運動に関

する収支報告書の要旨の一部訂正…………………………………………４２

告 示

名 称 所 在 地
開 設 者 名

変 更 前 変 更 後

西条中央病院 西条市朔日市８０４番地 医療法人同心会 社会医療法人同
心会

毎週（火・金）曜日発行 第２１３４号 平成２２年１月２２日

平成２２年１月２２日金曜日 第２１３４号

愛 媛 県 報
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２ 埋立区域

� 位置

越智郡上島町岩城４６８５番１から同町岩城４６９０番２の地先公有

水面

� 区域

次の１点から４点までを順次直線で結んだ線並びに４点と１

点を結ぶ平成１９年の春分の満潮位（Ｄ．Ｌ．＋３．７１メートル）

の陸と公有水面との接する線により囲まれた区域

基点（越智郡上島町字長江乙１３５０－１番地内の国土地理院

「長江」四等三角点）は、北緯３４度１６分２４．３１６９秒、東経１３３

度０９分０１．１９５０秒の地点

１点は、基点から真北２度０８分２７秒７８１．２６メートルの地点

２点は、１点から真北３５４度５８分１８秒４８．００メートルの地点

３点は、２点から真北８４度５７分４３秒１４７．０２メートルの地点

４点は、３点から真北１７４度５７分２９秒３８．０７メートルの地点

� 面積

７，１７２．１４平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成２０年１０月７日 愛媛県指令２０港第４０１号

４ しゅん功認可年月日

平成２２年１月２２日

�������
�愛媛県告示第６０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

東温市北方土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良事業

（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・上海上地区）の施行

�愛媛県告示第５７号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２２年１月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年１月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年１月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（特－１６）第２００５号 平成１７年
１月１１日 �柴垣建設 柴垣 浩二 四国中央市金生町山田井

８１７
平成２１年
１２月２日

土木工事業
とび・土工工事業
ほ装工事業、造園工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般・特－１８）第３８１５号 平成１８年
５月２８日 丸石設備工業� 藤原 勇人 今治市中寺１００８－１ 平成２１年

１２月１６日 電気工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１６）第１５７２２号 平成１７年
３月２８日 ＮＣ四国� 吉金 忠人 西条市小松町大頭甲１２１２ 平成２１年

１２月２４日 とび・土工工事業 建設業の廃止

（般－１６）第２７２１号 平成１７年
２月６日 登尾鉄工� 登尾 昌弘 新居浜市多喜浜６－３－

２１
平成２１年
１２月２８日 建築工事業 建設業の廃止

（一部）

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３１９号
四国中央市新宮町新宮１１４番４から

同町新宮１１４番２まで

旧 ７．０～３１．５ ０．１７４

新 １１．６～３６．０ ０．１７４

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３１９号
四国中央市新宮町新宮６７番６から

同町新宮１１４番４まで
平成２２年１月２２日

愛 媛 県 報平成２２年１月２２日 第２１３４号

３４



��������������

��������������

��������������

��������������

��������������

を平成２２年１月７日認可した。

平成２２年１月２２日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

�愛媛県告示第６１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２２年１月２２日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

�愛媛県告示第６２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年１月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年１月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年１月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２１中局建（開）第４１号

平成２２年１月１４日
伊予郡松前町大字中川原字広末６９４番６、６９４番７及び６９４番８

松山市余戸東二丁目１３番４０号

共済連余戸マンション３１３号

入 河 清

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 美川松山線
上浮穴郡久万高原町下畑野川甲８１２番９から

同町下畑野川甲８１０番８まで

旧 １０．０～１６．０ ０．０４２

新 １０．０～１７．０ ０．０４２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 美川松山線
上浮穴郡久万高原町下畑野川甲８１２番９から

同町下畑野川甲８１０番８まで
平成２２年１月２２日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７９号
喜多郡内子町大瀬東３７１９番から

同町大瀬東３９４５番３まで

旧 １０．５～８０．０ ０．１４３

新 １６．０～８０．０ ０．１４３

愛 媛 県 報平成２２年１月２２日 第２１３４号
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公 告

�������
�公 告

歯科技工士国家試験の実施について

歯科技工法の一部を改正する法律（昭和５７年法律第１号）附則第

２条第１項の規定により、平成２２年歯科技工士国家試験を次のとお

り実施する。

平成２２年１月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 試験の場所

� 学説試験

松山市柳井町二丁目６番地２

愛媛県口腔保健センター ４階大ホール

� 実地試験

伊予郡砥部町高尾田５４３番地

愛媛県立歯科技術専門学校

平成２２年１月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年１月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年１月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２２年１月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７９号
喜多郡内子町大瀬東３７１９番から

同町大瀬東３９４５番３まで
平成２２年１月２２日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 一本松城辺線
南宇和郡愛南町広見３０９１番２から

同町広見３０８０番４まで

旧 ４．６～１２．０ ０．１００

新 ６．３～１５．０ ０．０９８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 一本松城辺線
南宇和郡愛南町広見３０９１番２から

同町広見３０８０番４まで
平成２２年１月２２日

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２２年１月８日 特定非営利活動法人
いきがいサポート愛媛 國 分 祐 三 松山市府中６０５番地９ この法人は、若年者を中心とした就職・再就職

及び組織の人材育成・人事労務管理相談・地域
農業の活性化等に関する事業を通じて、まちづ
くりの推進、経済活動の活性化、職業能力の開
発又は雇用機会の拡充を支援し、社会に貢献す
ることを目的とする。

愛 媛 県 報平成２２年１月２２日 第２１３４号
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２ 試験の日時

� 学説試験

平成２２年２月１８日（木）午前９時

� 実地試験

平成２２年２月１９日（金）午前８時３０分

３ 受験願書の提出期間

平成２２年２月２日（火）から９日（火）まで。ただし、郵送に

よる場合は、同日までの消印のあるものは、受け付ける。

４ 受験願書の請求先及び提出先

松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県保健福祉部管理局医療対策課

�愛媛県選挙管理委員会告示第１号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、次のとおり政治団体の設立の届出があった。

平成２２年１月２２日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

１ 法第１９条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体とみなされる政党の支部

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主たる事務所の所在地 公職の種類 届出年月日 備 考
代 表 者 会 計 責 任 者

民主党愛媛県参議院選挙区第１総支
部 友 近 聡 朗 政 安 誠 松山市本町七丁目２４ 参議院議員 平成２１年１１月１６日 政党の支部

２ 国会議員関係政治団体以外の政治団体

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日 備 考
代 表 者 会 計 責 任 者

自由民主党愛媛県環境保全支部 福 吉 之 雄 金 浦 秀 利 松山市上伊台町１８ 平成２１年１０月１５日 政党の支部

中村よしたか後援会 中 村 嘉 孝 西 川 恵 夫 松山市宮田町８－６ 平成２１年１０月２６日

自由民主党西予支部 薬師寺 信 義 宇都宮 明 宏 西予市宇和町明間１２１０ 平成２１年１２月２５日 政党の支部

小崎愛子後援会 小 路 貴 之 尾 崎 啓 江 松山市立花一丁目３－４４ 平成２１年１２月２５日

杉村ちえ後援会 岡 井 奨史朗 杉 村 栄 治 松山市立花一丁目３－４４ 平成２１年１２月２５日

宮内ともや後援会 永 見 博 永 原 操 松山市立花一丁目３－４４ 平成２１年１２月２５日

�愛媛県選挙管理委員会告示第２号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

平成２２年１月２２日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

政治団体の名称 異 動 事 項 新 旧 届出年月日 備 考

民主党愛媛県総支部連合
会 代 表 者 加 藤 敏 幸 土 居 一 豊 平成２１年１０月６日 政党の支部

西村ゆたか後援会 主たる事務所の所在地 大洲市菅田町宇津甲１５２１ 大洲市菅田町菅田甲１６９５－２ 平成２１年１０月６日

民主党愛媛県第１区総支
部 主たる事務所の所在地 松山市東雲町３－１４ 松山市大手町一丁目１０－８ 平成２１年１０月９日 政党の支部

永江孝子後援会 主たる事務所の所在地 松山市東雲町３－１４ 松山市大手町一丁目１０－８ 平成２１年１０月９日

政治結社男塾 代 表 者 影 内 輝 雄 中 島 孝 幸 平成２１年１０月２１日

自由民主党今治支部 代 表 者 徳 永 繁 樹 本 宮 勇 平成２１年１０月２８日 政党の支部
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�愛媛県選挙管理委員会告示第３号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定に

より、次のとおり政治団体の解散の届出があった。

平成２２年１月２２日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

�愛媛県選挙管理委員会告示第４号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第３項の規定により、次のとおり資金管理団体から届出事項の異動の届出があった。

平成２２年１月２２日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

友近聡朗後援会 主たる事務所の所在地 松山市本町七丁目２４ 松山市三番町四丁目９－８ 平成２１年１０月２９日

ドリームチームえひめ 主たる事務所の所在地 松山市本町七丁目２４ 松山市三番町四丁目９－８ 平成２１年１０月２９日

梶原ときよしを推薦する
会 主たる事務所の所在地 松山市萱町一丁目６－６ 松山市湯の山四丁目１－５ 平成２１年１１月１２日

代 表 者 大 東 功 渡 部 伸 二

萩森良房後援会 会 計 責 任 者 萩 森 理慧子 萩 森 敏 久 平成２１年１１月２４日

公明党南予北総支部 主たる事務所の所在地 西予市宇和町小原３７５ 八幡浜市保内町川之石４－１ 平成２１年１１月３０日 政党の支部

代 表 者 二 宮 一 朗 清 水 正 治

報國純心会 主たる事務所の所在地 新居浜市阿島三丁目５－３９ 新居浜市泉宮町９－１２５ 平成２１年１２月７日

税理士による塩崎やすひ
さ後援会 代 表 者 白 石 豪 成 松 勲 平成２１年１２月２２日

会 計 責 任 者 大 伴 直 人 酒 井 啓 司

自由民主党小田支部 会 計 責 任 者 泉 浩 壽 林 博 平成２１年１２月２４日 政党の支部

中村茂後援会 会 計 責 任 者 中 村 伸 孝 中 村 禮 子 平成２１年１２月２４日

ド リ ー ム チ ー ム え ひ め 友 近 周 平 平成２１年１１月１０日

上 脇 か ず よ を 支 援 す る 会 菊 池 正 樹 平成２１年１１月２０日

ア ガ リ オ ン 会 上 尾 美津春 平成２１年１２月１日

吉 岡 昇 平 後 援 会 吉 岡 昇 平 平成２１年１２月１日

自 由 民 主 党 愛 媛 県 倉 庫 支 部 廣 江 和 男 平成２１年１２月２１日

自由民主党愛媛県今治市第四支部 菅 良 二 平成２１年１２月２５日

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

富 永 照 瑞 後 援 会 清 家 茂 平成２１年９月３０日

清 水 久 二 博 後 援 会 冨 永 建 一 平成２１年１０月２日

大 森 た か お 後 援 会 稲 積 徇 憙 平成２１年１０月３１日

資金管理団体の名称 異 動 事 項 新 旧 届出年月日 備 考

永江孝子後援会 主たる事務所の所在地 松山市東雲町３－１４ 松山市大手町一丁目１０－８ 平成２１年１０月９日

友近聡朗後援会 主たる事務所の所在地 松山市本町七丁目２４ 松山市三番町四丁目９－８ 平成２１年１０月２９日

愛 媛 県 報平成２２年１月２２日 第２１３４号

３８



�愛媛県選挙管理委員会告示第５号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１２条第１項の規定による政治団体の収支に関する報告書について、自由民主党愛媛県今治市

第四支部から訂正の報告があったので、同法第２０条第１項の規定に基づき、政治団体の収支報告書の要旨の公表（平成２１年９月愛媛県選挙

管理委員会告示第４９号）別記の一部を次のとおり訂正する。

平成２２年１月２２日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

政治団体の収支報告書の要旨

第１２条関係

平成２０年分

政党支部

（訂正後）

政治団体の名称 自由民主党愛媛県今治市第四支部

報告年月日 Ｈ２１．３．４

１ 収 入 総 額 １５，９４１，７８６円

前年繰越額 ２４１，７８６円

本年収入額 １５，７００，０００円

２ 支 出 総 額 １１，１８３，３１１円

３ 翌 年 繰 越 額 ４，７５８，４７５円

４ 本年収入の内訳

寄附 １５，７００，０００円

個人分 １０，７００，０００円

団体分 ５，０００，０００円

５ 寄 附 の 内 訳

（寄附者） （金 額） （住所・所在地）

（個人分）

菅 大 三 ３，０００，０００円 今 治 市

白 石 勝 １，０００，０００円 今 治 市

菅 八 重 ３，０００，０００円 今 治 市

菅 道 就 ３，０００，０００円 今 治 市

矢 野 精 一 ２００，０００円 今 治 市

小 池 義 也 ５００，０００円 今 治 市

（団体分）

七日会 ５，０００，０００円 今 治 市

６ 支 出 の 内 訳

経常経費 ４，０４８，９６８円

人件費 ３６１，２５０円

光熱水費 １５７，６０７円

備品・消耗品費 ３８７，８７７円

事務所費 ３，１４２，２３４円

政治活動費 ７，１３４，３４３円

組織活動費 ９５０，８７９円

機関紙誌の発行その他の事業費 ６，１８３，４６４円

宣伝事業費 ６，１８３，４６４円

（訂正前）

政治団体の名称 自由民主党愛媛県今治市第四支部

報告年月日 Ｈ２１．３．４

１ 収 入 総 額 １５，９４１，７８６円

前年繰越額 ２４１，７８６円

本年収入額 １５，７００，０００円

２ 支 出 総 額 １０，９００，８６１円

３ 翌 年 繰 越 額 ５，０４０，９２５円

４ 本年収入の内訳

寄附 １５，７００，０００円
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�愛媛県選挙管理委員会告示第６号
愛媛県選挙公営実施規程（昭和４４年１１月１日愛媛県選挙管理委員

会告示）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成２２年１月２２日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

第４号様式その３備考２を同様式その３備考３とし、同様式その

３備考１の次に次のように加える。

２ 「何年何月執行」の表示は、「何年執行」又は「第何回」と

することができる。

第５号様式の４備考以外の部分中「みんなで」を「忘れずに」に

改め、同様式備考４中「下記」を「、下記」に、「青色」を「黒色」

に、「みんなで」を「忘れずに」に改め、同様式備考に次のように

加える。

５ 「（忘れずに投票しましょう）」の表示は、選挙の啓発のた

めの他の表示をもって代えることができる。

�������
�愛媛県選挙管理委員会告示第７号
公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１６１条第１項第３号の規

定により、個人演説会、政党演説会又は政党等演説会を開催するこ

とができる施設として市町村選挙管理委員会が指定した施設は、次

のとおりである。

平成２２年１月２２日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

個人分 １０，７００，０００円

団体分 ５，０００，０００円

５ 寄 附 の 内 訳

（寄附者） （金 額） （住所・所在地）

（個人分）

菅 大 三 ３，０００，０００円 今 治 市

白 石 勝 １，０００，０００円 今 治 市

菅 八 重 ３，０００，０００円 今 治 市

菅 道 就 ３，０００，０００円 今 治 市

矢 野 精 一 ２００，０００円 今 治 市

小 池 義 也 ５００，０００円 今 治 市

（団体分）

七日会 ５，０００，０００円 今 治 市

６ 支 出 の 内 訳

経常経費 ３，７６６，５１８円

人件費 ３６１，２５０円

光熱水費 １５７，６０７円

備品・消耗品費 ３８７，８７７円

事務所費 ２，８５９，７８４円

政治活動費 ７，１３４，３４３円

組織活動費 ９５０，８７９円

機関紙誌の発行その他の事業費 ６，１８３，４６４円

宣伝事業費 ６，１８３，４６４円

施 設 の 名 称 施 設 の 所 在 地 定員（人）

松山市厚生福祉センター 松山市三津三丁目２番３０号 ３００

松山市河野粟井農村環境改善
センター 松山市久保８８番地 ３００

松山市難波活性化センター 松山市中通甲７７７番地３ １０５

松山市中島諸島開発総合セン
ター 松山市小浜甲５５８番地 １００

長 師 研 修 セ ン タ ー 松山市長師１０７番地５ ７０

神 浦 地 域 総 合 施 設 松山市神浦７５３番地 ８０

津 和 地 多 目 的 集 会 施 設 松山市津和地４２０番地 ９０

畑里高齢者健康増進実習館 松山市畑里甲８１３番地 ４０

熊 田 地 域 総 合 施 設 松山市熊田甲７１３番地３ ６０

宇和間農林漁業体験実習館 松山市宇和間甲９２０番地１ １１５

今 治 市 河 野 美 術 館 今治市旭町一丁目４番地８ ２００

今 治 市 営 中 央 体 育 館 今治市別宮町六丁目２番２号 １，０００

今治市美須賀コミュニティプ
ラザ 今治市室屋町一丁目２番地５ ２００

今治市立花カルチャーセンタ
ー

今治市郷六ヶ内町二丁目２番７
号 ２００

今治市総合福祉センター 今治市南宝来町一丁目９番地８ ２４０

今治市朝倉福祉センター 今治市朝倉下甲５２９番地 １００

今治市鈍川地域住民学習セン
ター 今治市玉川町鈍川丙２２６番地 ２２０
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今治市亀岡学習センター 今治市菊間町佐方２１３６番地 ２５０

今治市歌仙地域住民学習セン
ター 今治市菊間町高田２７番地 １５０

今 治 市 吉 海 学 習 交 流 館 今治市吉海町八幡１３７番地 ５００

今治市宮窪石文化伝承館 今治市宮窪町宮窪３５４６番地 ４１０

今治市宮窪余所国農村環境改
善センター 今治市宮窪町余所国１３７４番地 ９０

今治市宮窪友浦農村環境改善
センター 今治市宮窪町友浦２５７６番地 １８０

今 治 市 伯 方 児 童 館 今治市伯方町有津甲９０３番地の
２ ２００

今 治 市 叶 浦 老 人 憩 の 家 今治市伯方町叶浦甲５０１番地２ ２００

今 治 市 伊 方 老 人 憩 の 家 今治市伯方町伊方１５３５番地 ２００

今 治 市 有 津 老 人 憩 の 家 今治市伯方町有津甲７９２番地１ ２００

今 治 市 北 浦 老 人 憩 の 家 今治市伯方町北浦甲８７３番地２ ２００

今治市瀬戸崎地域住民学習セ
ンター 今治市上浦町甘崎４６４９番地 ２３０

今治市井口地域住民学習セン
ター 今治市上浦町井口６６０５番地 ２００

今治市上浦開発総合センター 今治市上浦町井口５９３１番地１ ３００

今治市上浦歴史民俗資料館 今治市上浦町井口７５０５番地 ２００

今治市岡山地域住民学習セン
ター 今治市大三島町口総１３６６番地 １３０

今治市関前開発総合センター 今治市関前岡村甲２番地第５ ２００

今治市小大下老人憩の家 今治市関前小大下乙１３５２番地２ ６０

宇 和 島 市 役 所 大 ホ ー ル 宇和島市曙町１番地 ５５０

宇和島市総合福祉センター 宇和島市住吉町一丁目６番１６号 ３００

八幡浜市民スポーツセンター
（メインアリーナ） 八幡浜市北浜一丁目５番１号 ２，５００

八幡浜市民スポーツセンター
（サブアリーナ） 八幡浜市北浜一丁目５番１号 ３００

八幡浜市民スポーツセンター
（会議室） 八幡浜市北浜一丁目５番１号 ２４

新 居 浜 市 瀬 戸 会 館 新居浜市瀬戸町７番３０号 ６０

西条市総合体育館主競技場 西条市ひうち１番地２ ２，４００

西条市東予農村環境改善セン
ター 西条市三芳１０２７番地２ １００

西条市丹原農村環境改善セン
ター 西条市丹原町高松１４８番地 １００

西条市丹原福祉センター 西条市丹原町池田１７３３番地１ １００

西条市東予北地域交流センタ
ー（多目的ホール） 西条市三芳９９７番地 １７６

西条市東予北地域交流センタ
ー（研修室） 西条市三芳９９７番地 ４０

西条市東予北地域交流センタ
ー（教養娯楽室） 西条市三芳９９７番地 ３０

大 洲 市 総 合 体 育 館 大洲市若宮６２５番地４ ３００

大洲市総合福祉センター 大洲市東大洲２７０番地１ ４００

大 洲 市 長 浜 体 育 館 大洲市長浜甲４８９番地の１ ４００

大洲市長浜ふれあい会館 大洲市長浜甲７２７番地の２ ３００

大洲市立肱川風の博物館 大洲市肱川町予子林９９番地１ ２００

大洲市河辺老人福祉センター 大洲市河辺町植松４２８番地 １００

大洲市河辺地域活性化センタ
ー 大洲市河辺町北平１２０３番地 １００

大洲市河辺基幹集落センター 大洲市河辺町植松５４７番地 １５０

大洲市河辺農業構造改善セン
ター 大洲市河辺町横山２１７７番地 １５０

大洲市河辺ふるさとの宿 大洲市河辺町三嶋１３４番地 １００

ウ ェ ル ピ ア 伊 予 伊予市下三谷１７６１番地１ ８００

伊予市なかやま農業総合セン
ター 伊予市中山町中山丑３１４番地１ ５００

霧 の 森 交 湯 ～ 館 四国中央市新宮町馬立４４９１番地
１ １００

四国中央市農村環境改善セン
ター

四国中央市土居町入野１７８番地
１ ５００

宇 和 ふ れ あ い セ ン タ ー 西予市宇和町卯之町三丁目２８０
番地 ５０

宇 和 保 健 セ ン タ ー 西予市宇和町卯之町三丁目４３９
番地１ １００

宇 和 福 祉 セ ン タ ー 西予市宇和町卯之町四丁目３１８
番地 ５０

宇 和 体 育 館 西予市宇和町卯之町三丁目５１６
番地 ２，０００

城 川 農 協 会 館 西予市城川町下相１１８８番地２ ３００

安 土 振 興 会 館 西予市三瓶町安土５３６番地 ５０

朝 立 ふ れ あ い プ ラ ザ 西予市三瓶町朝立２番耕地３５番
地３ ３０

三瓶保健福祉総合センター 西予市三瓶町朝立１番耕地３６０
番地１ １００

中 之 浦 集 会 所 西予市三瓶町下泊６４８番地５ ５０

東温市農村環境改善センター 東温市田窪３００番地２ １００

東温市東中村教育集会所 東温市北方甲２３４９番地の１ ５０

東 温 市 老 人 憩 の 家 東温市南方４５９番地２ ４０

東 温 市 福 祉 館 東温市南方２８１番地３ ８０
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�愛媛県選挙管理委員会告示第８号
平成２１年８月３０日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙愛媛県第２区における公職の候補者村上誠一郎の出納責任者清水等から公職選挙法

（昭和２５年法律第１００号）第１８９条第１項の規定に基づき提出された選挙運動費用収支報告書の訂正の報告があったので、同法第１９２条第

１項の規定に基づき、衆議院小選挙区選出議員選挙における公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨（平成２１年１２月愛媛県選挙

管理委員会告示第６３号）の一部を次のとおり訂正する。

平成２２年１月２２日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

候 補 者 氏 名 村 上 誠一郎 候補者届出政党 自 由 民 主 党 平成２１年７月２２日から １
期 間 第 回分

平成２１年１０月７日まで ２出納責任者氏名 清 水 等

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ４，１９５，０００円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ９８３，２２１

自由民主党愛媛県第二選挙区支部 ── ３，０００，０００円 選挙事務所費 ７６５，８７４

集合会場費 ２１７，３４７

通信費 ５８２，３８２

交通費 ６３２，５２５

印刷費 ２，２０６，７９５

広告費 ７１５，６２５

文具費 ７３８，４６６

食糧費 ３１３，９８０

その他の寄附 ０件 ０ 休泊費 ８６，４００

その他の収入 ８，０００，０００ 雑 費 ４３８，９０３

今 回 計 １１，０００，０００ 今 回 計 １０，８９３，２９７

総 計 １１，０００，０００ 総 計 １０，８９３，２９７

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ２６２，５００円

ビラの作成 ４６２，７００円

支 出 の う ち
公 費 負 担 相 当 額

ポスターの作成 １，１５１，０２０円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 ３２０，３２８円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 ２０２，１９２円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 １９３，１０５円

計 ２，５９１，８４５円

報告書受理年月 日
９ １４

平成２１年 月 日
１０ ７

１
第 回 報 告 分
２

改 正 後 改 正 前

１・２ 省略

３ 報告書の要旨

� 省略

� 愛媛県第２区

省略

１・２ 省略

３ 報告書の要旨

� 省略

� 愛媛県第２区

省略

省略

�・� 省略

省略

�・� 省略

候 補 者 氏 名 村 上 誠一郎 候補者届出政党 自 由 民 主 党 平成２１年７月２２日から １
期 間 第 回分

平成２１年１０月７日まで ２出納責任者氏名 清 水 等

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ４，１９５，０００円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ９８３，２２１

自由民主党愛媛県第二選挙区支部 ── ８，０００，０００円 選挙事務所費 ７６５，８７４

集合会場費 ２１７，３４７

通信費 ５８２，３８２

交通費 ６３２，５２５

印刷費 ２，２０６，７９５

広告費 ７１５，６２５

文具費 ７３８，４６６

食糧費 ３１３，９８０

その他の寄附 ０件 ０ 休泊費 ８６，４００

その他の収入 ３，０００，０００ 雑 費 ４３８，９０３

今 回 計 １１，０００，０００ 今 回 計 １０，８９３，２９７

総 計 １１，０００，０００ 総 計 １０，８９３，２９７

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ２６２，５００円

ビラの作成 ４６２，７００円

支 出 の う ち
公 費 負 担 相 当 額

ポスターの作成 １，１５１，０２０円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 ３２０，３２８円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 ２０２，１９２円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 １９３，１０５円

計 ２，５９１，８４５円

報告書受理年月 日
９ １４

平成２１年 月 日
１０ ７

１
第 回 報 告 分
２

松野町コミュニティセンター 北宇和郡松野町大字松丸３４３番
地 ４００

松野町スポーツ交流センター 北宇和郡松野町大字松丸１６６番
地６ ４００

吉野生交流促進センター 北宇和郡松野町大字吉野２６６８番
地 ３００

愛 治 農 業 協 同 組 合 北宇和郡鬼北町近永４３１番地 ８０

鬼北町広見体育センター 北宇和郡鬼北町近永８００番地１ ５００

鬼北町農林業者トレーニング
センター 北宇和郡鬼北町近永８００番地１ ６００

鬼北町富母里施設体育館 北宇和郡鬼北町父野川上９３番地 ３００

東温市則之内西多目的集会施
設 東温市則之内乙２４８２番地２ ５０

東温市滑川生活改善センター 東温市滑川甲１４２２番地 ３０

上島町老人福祉センター 越智郡上島町弓削上弓削２１８番
地２ ８０

弓 削 開 発 総 合 セ ン タ ー 越智郡上島町弓削佐島６０８番地
２ ２５０

生 名 開 発 総 合 セ ン タ ー 越智郡上島町生名１８８５番地 ２００

岩 城 開 発 総 合 セ ン タ ー 越智郡上島町岩城１２５４番地 ２５０

岩城コミュニティセンター 越智郡上島町岩城１４４４番地 ５０

平成２２年１月２２日 発行
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